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第５回紛争解決手続代理業務試験（平成２１年１２月１２日実施）の 

出題の趣旨、厚生労働大臣の合格基準等 

 

全国社会保険労務士会連合会試験センター 
 

 
厚生労働省では、平成２２年３月３０日、第５回紛争解決手続代理業務試験（平成２１

年１２月１２日実施）の結果について、社会保険労士法第 13条の 3第 1項に基づき、厚

生労働大臣の判定を行い、合格者を公告しましたが、同試験の試験問題の出題の趣旨、厚

生労働大臣の合格基準等は以下のとおりです。 

 
第１ 試験の出題の趣旨及び配点 

 １ 第１問について 
（１）小問（１） 

   〔出題の趣旨〕 Ｘの主張に基づいてＸの代理人である特定社会保険労務士として

都道府県労働局長にあっせんを申請する場合の「求めるあっせんの

内容」について、当事者間の権利関係を踏まえて請求すべき内容の

記載を求めるものである。解答にあたっては、権利関係を踏まえて

の記載であるから訴状の「請求の趣旨」のように権利関係に立った

記載が必要であり、本件の設例においては請求すべき内容と権利関

係の基本的理解及び請求すべき賃金額等を問うもの。 

〔配点〕 １０点 

 

（２）小問（２） 

   〔出題の趣旨〕 Ｘの代理人である特定社会保険労務士として、Ｙ社の行った雇用

終了措置が権利濫用で無効であると主張する場合の本設例において

請求原因となる具体的事実の主張（次期更新について保護される合

理的期待がある）の要旨（５項目）を箇条書きをもって記載を求め

るもの。 

〔配点〕１５点 

 

（３）小問（３） 

   〔出題の趣旨〕 Ｙ社の代理人である特定社会保険労務士としての立場に立って、

Ｙ社の言い分の中からＹ社の行った本件雇用終了措置が適法である

と主張する場合の具体的要件となる主張事実（本件の雇用の終了を
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正当づける事実）の要旨（５項目）を箇条書きで簡潔に把握して記

載を求めるもの。 

〔配点〕１５点 

 

（４）小問（４） 

〔出題の趣旨〕 Ｙ社の代理人である特定社会保険労務士として、Ｘの主張する本

件は、正社員と違い嘱託社員の場合であり、また兼業禁止の就業規

則は知らされておらず、仮に禁止規定の適用があっても上司から許

されていたものであるとの主張に対して、Ｙ社として反論すべき具

体的事実及び法的主張の要旨を問うもの。 

〔配点〕１５点 

 
（５）小問（５） 

   〔出題の趣旨〕 本設例においてＸの代理人である特定社会保険労務士として、個

別労働関係紛争解決手続の「あっせん」において、本件紛争の争点

を踏まえて、解決を図るとした場合の、①考察した「見通し」につ

いての見解と、②それに基づいてどのような解決方向が相当かとい

う解決策を問うもの。 

〔配点〕１５点 

 

 

２ 第２問について 

（１）小問（１） 

〔出題の趣旨〕 特定社会保険労務士としてかねてから継続的な労務相談を受けて

いたＡ社からＢ社との派遣契約を期限前に解除するにあたって「派

遣先が講ずべき措置に関する指針」等について相談を受け、解除に

あたっての留意事項等について指導した後に、Ｂ社から、Ａ社との

派遣契約が解除されたことを理由に同社の派遣社員Ｃを解雇するの

で、その際の解雇の手続き及び社会保険の取扱い等について相談し

たい旨の依頼をうけたという事案において、Ｂ社の依頼をうけるこ

とができるか否かという倫理を問うもの。 

〔配点〕１５点 

 
（２）小問（２） 

〔出題の趣旨〕 特定社会保険労務士として、（１）の前段のような関係でＡ社に対
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しＢ社との派遣契約の解除に関し留意事項を指導した後に、Ｂ社の

派遣社員のＣから、Ｂ社から派遣先のＡ社との派遣契約の解除を理

由として解雇されたことについて、これを争い、Ｃの代理人となっ

て都道府県労働局長に紛争解決手続としてのあっせん申請の依頼を

受けた場合、Ｃの依頼を受けることができるか否かの倫理を問うも

の。 

〔配点〕１５点 

 

 

第２ 厚生労働大臣の合格基準等  

１ 合格基準 
１００点満点中、５５点以上、かつ、第２問は１０点以上とする。 

 

２ 配点 
   第１問は７０点満点 

第２問は３０点満点 


